
別紙１ 

与件の概要 

 

 

（１）広域的な観光案内拠点 

（施設名称・所在地は別紙２「観光窓口一覧」参照） 

 東京都が「広域的な観光案内拠点」として指定した、都内及び都内近郊の観光情報を提

供する観光案内所のこと。 

なお、平成３１年度内に更に１か所指定される予定である。 

東京都では、2020 年までに外国人旅行者が多く訪れる 10 地域(※)において、

「広域的な観光案内拠点」の整備を進めています。 

 ※新宿・大久保、銀座、浅草、渋谷、東京駅周辺・丸の内・日本橋、秋葉原、

上野、原宿・表参道・青山、お台場、六本木・赤坂 

 

（２）東京観光案内窓口 

（施設名称・所在地は別紙「観光窓口一覧」参照） 

  東京都が「東京観光案内窓口」として指定した、地域の観光案内を行う窓口のこと。 

窓口を運営する事業者は、都内の区市町村及び観光協会等観光関連団体、又は一般社団法

人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人、商店街、商店街

連合会、商工会、商工会議所、民間事業者で、申込みをする事業所が原則都内にある者。

これから窓口になりうる事業者も上記のとおり。 

上記事業者に該当する事業者で、応募のあった者を平成 28年度から東京都が指定して

いる。 

なお、観光案内業務に係る運営・管理等を第三者に委託している場合については、観光

窓口への応募は受託者ではなく委託者からするものとしている。 

 

（３）観光窓口 

  上記（１）広域的な観光案内拠点、（２）東京観光案内窓口を合わせた呼称とする。 

 

（４）観光窓口の件数 

  平成３０年度末時点での件数はそれぞれ下記のとおりである。 

  ・広域的な観光案内拠点・・・９か所 

 ・東京観光案内窓口・・・２８４か所程度 

 

（５）観光窓口専用の広報用 HP「Tokyo Tourist Information」 

財団が東京都から運営を受託をしており、観光窓口に指定された事業者の施設を一括

して PR しているウェブサイトを指す。対応言語は、日、英、中（簡・繁）、韓の４言語

５種類。それぞれの URL は下記のとおり。 

https://tokyotouristinfo.com/  （日本語） 

https://tokyotouristinfo.com/en/ （英語） 

https://tokyotouristinfo.com/
https://tokyotouristinfo.com/en/


https://tokyotouristinfo.com/cn/ （簡体字） 

https://tokyotouristinfo.com/tc/ （繁体字） 

https://tokyotouristinfo.com/kr/ （韓国語） 

 なお、Tokyo Tourist Information には、東京観光情報センター５か所の情報も含まれて

いるが、東京観光情報センターの周知・利用者増を目的とする企画・提案は本仕様書では不

要とする。 

 

https://tokyotouristinfo.com/cn/
https://tokyotouristinfo.com/tc/
https://tokyotouristinfo.com/kr/

